
債務整理のフローチャート

＊和解日より２ヶ月程度から５ヶ月程度後に入金あり。

＊破産管財人が付く事案はこの限りでありません。

○受任通知を発送する時点の注意点

＊１　受任通知を発送した時点で従前の借金の返済を原則としてすべて停止してください。

＊２　税金，年金の他，家賃等の生活費は従前通り支払って下さい。自己破産の予定がない場合，住宅ローンについても同様です。

＊３　新たな借入の他，債務整理の対象となるカード（電話代等のカード払いを含む。）を利用した買い物は絶対に止めて下さい。

＊４　借金のある金融機関の口座を給与振込口座としている場合，給料日より前に給与振込口座を変更してもらって下さい。
　　　　あわせて，電話・電気・ガス・水道代の引落口座についても，コンビニ払いにするか，借金のある金融機関以外の口座にして下さい。

＊５　借入時の住所と旧住所が異なる場合，貸金業者による本人確認の必要が生じますから，旧住所を受任弁護士にお知らせ下さい。

＊６　カード類をはさみで二つに切った上で貸金業者に返却しますから，カード類を持ってきて下さい。

＊７　カード会社等に対して銀行引落しによる支払をしていた場合，追加の支払が発生しないよう，銀行口座の残高をなるべく空にしておいて下さい。
　　　 あわせて，借金のある金融機関の口座についても，追加の支払が発生しないよう，なるべく空にしておいて下さい。

＊８　ローンで購入した自動車等についてローンが残っている場合，返却する必要が生じますから，必ず手元に置いておいて下さい。

＊９　財産の隠匿を疑われるような行為は一切，止めて下さい。特に，自己破産又は個人再生の場合，説明義務の履行を強く求められます。

＊１０　債務整理を開始した後，連帯保証人に対する借金の請求がありますから，知人が連帯保証人の場合，事前連絡しておいた方が無難です。

＊１１　年利１８％を超えた取引がある場合，ＪＣＢなり三菱ＵＦＪニコスなりのカード会社であっても，過払金が発生することがあります。
　　　 　よって，過去１０年以内の完済業者も含めてすべての債権者を申告して下さい。

受任通知の発送
（受任日から１日以内）

平成２６年１１月改訂
取引履歴の開示

（貸金業者で１ヶ月程度）
（カード会社で２ヶ月程度）

弁護士　山中理司

過払金がある場合，
過払金返還請求を提起

（履歴開示の日から２週間以内）

過払金がない場合，
通常は３ヶ月程度，放置
最大で６ヶ月程度，放置

第１回期日
（訴訟提起から１ヶ月程度後）

他の過払金で返済できる場合，
一括返済

→借金完済へ。

他の過払金で返済できない場合，
将来利息の免除を要求した上で，

分割払いによる和解を打診
→和解成立・分割払の開始へ。

分割払も困難な場合，
個人再生又は破産を検討

→債権調査票が出そろった時点
で詳しい事情をお聞きします。

訴訟外で和解が成立した場合，
過払金の入金を確認してから，

訴訟を取り下げる。

和解が成立しない場合，
さらに２，３回の期日を重ねて

判決を取得。
（訴訟提起から半年以内）

再生手続開始の申立て
（履歴開示から２ヶ月程度後）

→過払金がある場合，過払金を回
収した後になります。

破産手続開始の申立て
（履歴開示から２ヶ月程度後）

→過払金がある場合，過払金を
回収した後になります。

任意の支払がない場合，
債権差押えを行うことで回収

（判決取得日から３ヶ月程度後）

再生手続開始決定
（申立日から２週間程度後）

破産手続開始決定
（申立日から１ヶ月以内）

→大阪地裁本庁の場合，特に問
題なければ即日，発令されます。

再生計画案の提出
（開始決定日から５０日程度後）

免責許可決定
（開始決定から２ヶ月程度後）
→借金は原則としてチャラに。

再生計画案認可決定
（計画案提出から４０日程度後）
→３年間で１００万円程度の支払


